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各都道府県知事 殿  

厚生労働省医政局酎 
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〉  

救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施について   

標記に関し、今般、「救急救命士法施行規則第21条買3号の規定に基づき厚  

生労働大臣の指定する器具（平成4年厚生省告示第18号）」が、平成16年厚  

生労働省告示第121号をもって改正され、平成16年7月1日から適用され  

ることとなった。   

ついては、本改正の趣旨、内容及び留意点につしヽて御了知の上、消防主管部  

局とも連携し、所定の講習、実習を修了する等の諸条件を満たした救急救命士  

により、気管内チューブによる気道確保が適切に実施されるよう取組をお願い  

するとともに、医療機関等関係方面への周知徹底及び指導方よろしくお願いし  

たい。  

第1  改正の趣旨及び内容  

重度傷病者のうち心肺機能停止状態の患者を対象とした救急救命士法施  

行規則（平成3年厚生省令第44号。以下「規則」という。）第21条第3  

号に規定する「厚生労働大臣の指定する器具による気道確保」に関し、こ  

の指定する器具として、従前の「食道閉鎖式エアウェイ」及び「ラリンゲ  

アルマスク」に加えて、「気管内チューブ」を追加することにより、救急救  

命士による気管内チューブによる気道確保を認めるものであること。（改正  

告示による改正後の「救急救命士法施行規則第21条第3号の規定に基づ  
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告厚生労働大臣の指定する器具」。 以下 盲‾新着真書責」とぎ．もう。ノ   

三の改正は▲，盲一散急致命士の業務のあり方等に関する検討会」（座長 拉  
本救急医療財団理事長）の報告書（平成14年12月‾盲1日。  ロ‾拷青 日  

以下単にi‾報告書」という。）を踏まえたものであり、医師の具体的指示に  

基づき．．．気管内テユゴヲによる気道確保でなければ気道確保が困難な重度  

傷病者（心臓機能停止の状態及び呼吸機能停止の状態にある者に限る。）の  

場合に限り認められるものであり、．その実施主体は、事前及び事後のメデ  

ィカルコント日劇ル体制の下、必要な講習口実習を修了する等の諸条件（報  

告書別添参照）を満たした救急救命士に限られるものであること。  

箋2 留意事項  

1 メディカルコントロト旧ル体制の整備について  
命士法（平成3年法  気管内チエ鴎ブによる気道確保については、救急救  

律第36号。以下「法」としヽう。）第44条第1項に規定する医師の具体的  

な指示を受けなければ行ってはならない救急救命処置であることから、実  

施に際して、常時、医師の具体的指示が受けられる体制の整備はもちろん、  

プ臼トヨ俄ルの作成、事後検証体制、再教育体制等の整備など、メディカ  

ルコント目上ロル体制の整備が実施の前提条件となることに十分留意された  

いこと。  

なお、三うしたメディカルコント日－・ル体制の整備については、「メディ  

カルコントロール協議会の設置促進について」（平成14年7月23日付消  

防庁次長p厚生労働省医政局長連名通知）、「メディカルコントロトール体制  

の整備について」（平成15年7月28日付消防庁次長、厚生労働省医政局  

長連名通知）等において周知してきたところであるが、気管内テユ虚ブに  

よる気道確保の実施に係るメディカルコントロール体制の充実強化につい  

ては、別途通知することとしているので参考にされたい。  

2 気管内チューブによる気道確保の実施のための講習及び実習要領及び修   

了の認定等について   

気管内チューブによる気道確保の実施のための講習口実習については、   

「救急救命士に対する気管挿管に関する講習日実習体制の整備について」   

（平成15年7月28日付厚生労働省医政局指導課事務連絡）、『「病院（手   

術室）実習ガイドライン」の取りまとめについて』（平成16年1月16日   

付厚生労働省医政局指導課事務連絡）より、予め準備のため周知したとこ   

ろであるが、その具体的運用については、別途通知するものであること。  

3 気管内チエmブによる気道確保の対象となる患者について   

食道閉鎖式エアウ王イ又はラリンゲアルマスタによる気道確保に関して  
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心臓撥能停止糾犬態又は呼 
は．．．心肺機能停止状態の患者には、．吸機能停止  

鋤犬態の患者であり 心醸又は呼吸のどちらか鱗方の楼能が停止Lている  

の患者 状態も含まれているものとされていたところであるが・、気管内チエ  

噌ヲによる気道確保の対象となる患者は．、心臓機能停止の状態及び呼吸機  

能停止の状態の患者であり．、心臓及び呼吸の両方の機能が停止している状  

態の患者を対象とするものであること。   

気管内チ ュ鋤ブによる気道確保でなければ気道確保が困難な重度傷病者  

については、平成14年度厚生労働科学研究「救急救命士による特定行為  

の再検討に関する研究」報告書申の「気管持管の業務プロトコ〟ル」によ  

れば．、心臓機能停止の状態及び呼吸機能停止の状態の患者のうち．i「ラリン  

ゲアルマスク、食道閉鎖式エアウェイで気道確保ができないもの」が対象  

であり、具体的適応については、「異物による窒息」があげられているが、  

傷病の状況から医師が必要と判断したものについてはその限りではない。   

ただし、その場合には、医師は気管内チュ叫ブによる気道確保以外では  

患者予後の改善が見込めないと判断した理由について、指示内容を記録し  

て保管し、．地域メディカルコントロール協議会において事後検証を行うこ  

と。  

第3 実施時期等  

実施時期は平成16年ヲ月1日とする。  

実施時期以前は、気管内チュ州ブによる気道確保の実施は鱒切認められ  

ないこと。但し、その実施に係る事前の講習及び実習については、その限  

りではないものであり、都道府県メディカルコントロト円ル協議会、受入れ  

施設等と十分協議すること。  

第4 その他  

「救急救命士養成所の指導要領について」（平成3年8月15日健改発第  

497号厚生省健康政策局長通知）の別表1を別添1のように改め、同通   

知別表21（2）中「食道閉鎖式エアウェイ、」の次に「気管内チュ鵬ブ、」  

を加える。  

曹▼‾うi   



（：別ノ寮1ノ  

教書盲二勺穿と鼓喜郎票   

拉 致  i  

冠 鵠 則  
教 育 目 標  

別表1別表  

l■箋り買2座3l  
】  

l   

l    医療従事者として必要な科学的思考及び教養 を身につける。生命に関わる科学の基礎を理解  
科学的思考の基盤  」／、疫学的な考察力を培うとともに情報化社会  

†  ！  こ対応できる知識を習得する。  

人間性を磨き、自由で客観的な判断力を培  
基礎舅牒 い、主体的な行動力を身につける。  

（小計）  ‡8‡‡    J  
人体の構造と機能及び心身の発達に関する知  

つ          識を系統的に習得する。  
専 

疾病及び障害に関する知識を系統的に習得す  

公衆衛生の基本的考え方を理解し、国民の健  
田   康及び地域。環境保健、医療及び福祉について  

の知識を習得する。  

L P墓石舅田エ  5  

ントを含む）の基本的考え方を理解する。  
生命倫理と医の倫理（インフォームドコンセ  

地域における救急救命士の役割を理解し、メ  

救急 医 学概論  5  
つ  ディカルコントロール体制下における救急現      1J   

場、搬送課程における救急医凍及び災害医療に  
ついての知識を系統的に習得する。また、救急  
救命処置に係る医療事故対策について理解す  

る。   

各種疾患の症候。病態生理について理解し、  救急症候。病態生理学  6  6   A   症候b病態ごとに観察、評イ臥処置及び搬送法  
に関する知識を系統的に習得する。  

各種疾患（小児、高齢者、妊産婦等を含む）  

疾病 救急 医 学  8   8   

の発症機序、病態、症状、所見及び予後等につ  
5    いて理解し、観察、評価、処置及び搬送陰に関  

専  する知識を系統的に習得する。  

門  
外傷の受傷機転、発生機序、病態、症状、所  

野   4   

見及び予後等について理解し、観察、評価、処  
2    置及び搬送法に関する知識を系統的に習得す  

る。  

環境因子、中毒物質、放射線等による障害の  

環境障害 
発生機序、病態、症状、所見及び予後等につい  

・急性中毒学  田  て理解し、観察、評価、処置及び搬送法に問す  
る知識を系統的に習得する。  

修得した知識を病院前救護において的確かつ  

安全に応用できる実践能力を身につけ、メディ  
カルコントロールの重要性を確認し、、傷病者に  

i   医療を担う医療従事者としての自覚と責任感を  

蚕つ。  

l  

両盲「 』・－一一－－七一－－Lデーし－－一皇す－  

」  合  l64l56l27      l  
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見消  

教育内容と教育副業  

筋 目 口 怖  
∈  

l 宅   饗 市 川 二斧   別表l  別表l  別表                 第一！1  第2l  第3   

円  医療従事者として必要な科学的思考及び教養  
を身につける。生命に関わる科学の基礎を理解  

■日  し、疫学的な考察力を培うとともに情報化社会  
8  に対応できる知識を習得する。   

ノ  
刀  

人間性を磨き、自由で客観的な判断力を培  
野   人間と人間生活  、、主体的な行動力を身につける。  

（小計）  i  8l  l  
人体の構造と機能及び心身の発達に関する知  

人体の構造と機能  つ   つ  2  呂、を系統的に習得する。  
専  
門  

4   

基  の過程  4  2    疾病及び障害に関する知識を系統的に習得す る。  
礎  公衆衛生の基本的考え方を理解し、国民の健  
分  2   康及び地域。環境保健、医療及び福祉について  
野  の知識を習得する。  

（小計）   9 9 9  田  
生命倫理と医の倫理インフォームドコン  

セントを含むの基本的考え方を理解する。  
地域における救急救命士の役割を理解し、メ  

5   5   3  
ディカルコントロール体制下における救急現  

救急医 学概論  
場、搬送課程における救急医療及び災害医療に  

っいての知識を系統的に習得する。また、救  
急救倫処置に、る〈療事故対策について理解  

する  

⊆＿   
仁   つ  てフ■  ‾⊂7  

各種疾患の症候。病態生理について理解し、  
救急症候b病態生理学  症候。病態ごとに観察、評価、処置及び搬送法  

旦  亘  に関する知識を系統的に習得する。  

各種疾患（小児、高齢者、妊産婦等を含む）  

0   の発症機序、病態、症状、所見及び予後等につ  
疾病救急 医学   8  U  いて理解し、観察、評価、処置及び搬送法に関  

専  する知識を系統的に習得する。  

門  
外傷の受傷機転、発生機序、病態、症状、所  

野  4   

見及び予後等について埋解し、観察、評価、処  
置及び搬送法に関する知識を系統的に習得す  

る。  

環境因子、中毒物質、放射線等による障害の  

環境障害p急性中毒学  田   
発生機序、病態、症状、所見及び予後等につい  

田    て理解し、観察、評価、処置及び搬送接に関す  
る知識を系統的に習得する。  

l修得した知識を病院前救護において的確迦2  

詔  
臨地実習  

呈三 ∵  呈呈  

t  
＿＿．．．．＿  」    ！  

り  

‡  （小計）   匿 坦  了匿 坦  7匝 塑   
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消 防故買 5 8 号  

医政指発第03230了1号  

平成16年3月23日  

各都道府県消防主管部（局）長 殿  

衛生主管部（局）長 殿  

消防庁救急救助課長  

厚生労働省医政局指導課長  

救急救命士の気管内テユ叫ブによる気道確保の実施に係る  

メディカルコントロール体制の充実強化について   

本年3月23日付けの「救急救命士法施行規則第21条第3号の規定に基づ  

き厚生労働大臣の指定する器具（平成4年厚生省告示第18号）」の一部改正等  

により、平成16年7月1日から、救急救命士の行う救急救命処置として医師  

の具体的指示下での気管内チュpブによる気道確保の実施を認めることとなっ  

たところ、こうした処置範囲拡大の前提として、事後検証の実施を含めたメデ  

ィカルコントロール体制の充実強化が不可欠である。   

従前より、「メディカルコントロール体制の充実強化について（平成15年3  

月26日付消防庁次長、厚生労働書医政局長通知）」（以下「平成15年通知」  

という。）等でも周知していたところ、気管内チューブによる気道確保の実施に  

っいては、特に下記の事項に十分に留意し、救急救命士制度の円滑な運用を図  

られるようお願いしたい。   

また、貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する組合を含む。）及び関係団  

体等に対しこの旨周知願いたい。  
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記  

1 医師からの具体的指示E指導体制の充実   

救急救命士が気管内チューブによる気道確保等を適正に行うためには、迅  

速かつ確実に医師の具体的な指示を受ける必要があることから、その実施に当  

たり、常時医師からの具体的指示・指導を受il－られる体制の充実を図ること。  

2 プロトコールに沿った実施   

気管内チューブによる気道確保のプロトコール（以下「プロトコール」と  

し、う。）については、平成14年度厚生労働科学研究「救急救命士による特定  

行為の再検討に関する研究」報告書にある「気管挿管の業務プロトコール」（別  

添1）を参考にしつつ、地域メディカルコントロール協議会で作成すること。   

救急救命士は、プロトコールに習熟した上で、プロトコールに沿って医師  

の具体的指示に基づき、気管内チュ叫ブによる気道確保を適切に実施すること   

により、救命効果の向上を図ること。  

3 所要の知識の習得   

医師の具体的指示下での気管内チューブによる気道確保を実施する救急救  

命士は、救急救命士の国家試験に合格した看であって、気管内チューブによる  

気道確保の実施のための講習及び実習を修了していることとし、救急救命士学  

校養成所指定規則の一部を改正する省令（平成16年文部科学省□厚生労働省  

令第1号）による改正後の救急救命士学校養成所指定規則（平成3年文部省・  

厚生省令第2号）に基づく教育内容を履修した者についても、救急救命士の国  

家試験合格後、実習を修了する必要があること。  

4 事後検証体制の確立等   

医師の具体的指示下での気管内チューブによる気道確保については、地域  

メディカルコントロール協議会が設置され、事後検証体制が確保されているこ  

とが前提であり、事後検証を行う際には、気管内チューブによる気道確保を実  

施した際の観察結果、固定状況等必要事項を正確に把握する必要があることか   

ら、平成15年通知にある事後検証票（別添2）を参考にし、必要に応じて地  

域メディカルコントロール協議会で見直し等を行うよう努めること。  

庫   
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気管挿管の業務プロトコ」－、′レ  

二周湧音心肺極能停止状態す）症何 卜し梓止かノ／－＿）呼吸停止爪もの）   

平澤研究班報告では、気管挿音声掛t二に関しては、一一一部の症例では従来法に  

比べて、気管挿管の方がより有′ヨ〕ヒ考えLこノれるということで、適応はポジティ  

ブリストにすべきとの報告であ／〕た 別班（杉山貢班長：ドクタカ】による気  

管挿管適応事例の実証分析）て検討された結果を踏まえ、気管挿管の適応を以  

下の如くとする。  

E気管挿管の適応と考えられるケーースヨ  

下記の状態の心肺機能停止患者のう仁ノ、ラリンゲアルマスク、食道閉鎖式エア  

ウェイで気道確保ができないもの  

① 異物による窒息の心肺機能停止事例  

（さ その他、指導医が必要と判断いこもの  

E気管挿管の適応外となるケ劇スヨ  

① 状況から頚髄損傷が強く疑われる事例  

② 頭部後屈困難例  

③ 開口困難と考えられる例  

④ 喉頭鏡挿入困難例  

⑤ 喉頭鏡挿入後喉頭展開困難例  

⑥ その他の理由で声帯確認困難例  

⑦ 時間を要する、もしくは要すると考えられる例  

⑧ その他担当救急救命士が気管挿管不適当と考えた例   

以上より、気管挿管の対象者は、【気管挿管の適応と考えられるケース】から  

【気管挿管の適応外となるケース】を引いたものとする。   

ただし、傷病の状況から気管挿管以外では患者予後を改善し得ないと指導医  

が判断して救急救命士が気管挿管を実施した場合には、医師は、気管挿管以外  

では患者予後の改善が見込めないと判断した理由について、指示内容を記録し  

8   



ニ保管し 
、 

ト   」㍗川二応し‾1一帥トノ  ーリ′L二さ二′ 卜こノトール協議会に韓川」。十三）ニ   

チこ芽∴  研究弧こよる稗言十 本轟lト′）結果、卜‾記山草例は、既存山方法に上りト  

分な結果が得られるもの、三たく一土√摘＝挿管を実施Lて十干後び）改善が期待でき  

ないも）ゾ）であり、気管挿育む宰施守るゼ、要ほブ畑、とされたものてある‥．  

む脳血管障害による心肺極綻停止′小町けノかな事例ニ・‡‥二  

・ノ豊）心筋梗塞、致死性不整脈等、循環器系の傷痛に起因する心肺機能停止が明ら   

かな事例※  

③呼吸器系を除く部位の外傷に起勘十る心肺梅能停止が明らかな事例極   

・、天ただし、上記の傷病にけ／ノ‾ごlり和＝∴掃ミ認められ、ラリンゲアルマスク、食道閉鎖式エ  

アウェイが挿入困難である事例け陳外守る．．・  

④ 目撃者のいない総頸による心肺機能停止事例  

⑤ 目撃者のいない入浴中の心肺機能停止事例  

（⊃対象者として適合した場合、Orl．1ille medicalco！1trOlを受ける。  

○挿管の類別は喉頭鏡を用いた直視‾F経口挿管に限定する。  

○挿入には迅速性が要求される。挿入に要する時間は1回30秒以内として、   

挿入試行は原則1回として3回以上を禁ずる。   

30秒以内に挿入できなかった場合も1回の挿入試行として数える。  

○挿入は安全に静かに行い、強い抵抗のある場合は中止し、無理な挿入は避け   

る。  

○日本人の場合、挿入の深さは気管チューブカフが声帯を2cm越える位置、   

あるいは成人男性で門歯21cm、女性で門歯19cmを目安とする。  

○気管チューブカフ（低圧カフを使用）には過剰なエアーを注入しない。通常   

は10mlで、カフ漏れがなくなる量である。  

○気管チューブが気管内に挿入されているかの確認は非常に重要である。  

‾‾‾－’i   



尭道挿盲を防二し＼   

臨床的所見、例ニ三宅十∴－－∴丹う壁レ「）呼気小吉ほ、、 糊拍二山階吉壬こ、恥部ノい室  

上などは必ずしモノ信輔∴、き′‥ニ結託E加去ではなし、   

気香子ュ劇ブが気管ト1にLj二し∴挿入されていろか臆認するた軒下記直」一′‾ノ  

rノ、）方法を順に行う  

t）直視下で声帯をキューー‾ノカーミ越えろルを確認すろ 

2）気管挿管後、直ちに心音部、両側中腋窟綿・前胸部を聴取する。   

心窟部でゴボゴボヒ吾がIJて、．胸壁が上がらなければ直ちに気管チューブを   

抜去する。胸壁が上がり心窟部で音がしなければ呼唄音を聴取する。  

3）呼気二酸化炭素検知器を装着する。   

二酸化炭素があれば気管内の可能性が高いニ．しかしながら心肺停止傷病者で   

は、肺血流量が低下しているぴ〕で擬陽性（食道挿管であると検知）を呈する   

場合がある。  

4）食道挿管検知器を装着する′）   

心肺停止では呼気二酸化炭素が検出できないことがあるので、食道挿管検知   

器で再度確認する。  

以上4つの方法で気管チューブの正確な位置の確認を行う。  

○気管挿管を確認したら、片肺挿管（左右いずれかの主気管支挿管）を防ぐた   

め、両側肺尖部の聴診を注意深く行う。  

○気管チューブの固定は専用固定器具を使用する。  

○気管チューブ挿入後は、用事による気道確保を行わず、頭部の位置を水平に   

保つ。  

○胃内容物の逆流がある時は、吸引。清拭を行う。  

○気管挿管失敗の際は、従来法にて気道の確保を試みる。   

この際の従来法の選択は、ラリンゲアルマスク、コンビチューブを同列とする。  

○従来法でも換気が得られない場合は、バッグ。バルブ ーマスクにて換気を試  

10   



k′亡がt′1搬送十‾ろ  

○実際のフいロトコーー′しノ作車力際は、その地方山メディ’カ′レコントローノし体制jこ一   

枚急医療体制を勘案したl二■‘ノーカルルールも考落するト．  

○気管挿管の合併症  

（1）食道挿管  

（2）片肺挿管  

（3）喉頭鏡あるいは気管チューブの過剰な力による歯牙損傷、上気道損傷  

（4）無理な挿管操作あるいは正常咽頭反射による嘔吐と誤解  

（5）挿管操作延長による低酸素血症  

（6）頚椎症患者に対する過進展による頚椎骨折  

（7）外傷症例において頚随損傷の悪化  

（8）低体温症例における気道刺激による心室性不整脈、心室細勤の出現  

（9）気道刺激による迷走神経反射による除脈  

（10）無理な挿管操作、過剰な加圧による気胸の発症、あるいは既存の気胸の増   

悪  

以上  

11  
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保に関する指示要請プ欝トヨ血路  

人工呼吸経線  
医療機関へ措送  

食道閉鎖式エアウェイまた  
はラリンケアルマスク指示  

rい＝－・▲・・・－－－■▲－●＝■■▼‘＝‾■■■■－－■‾‥い▲、一‾■’‾■  

…用事気道確保指示十  
．＿．＿．．．＿．．．．＿．．＿＿．．－．＿，，．．．－“■．．・．＿－．．－．●り＝J  気道確保に  

関する指示内容  

l  

尋t心肺停止の原軋傷病者：  

；の状態t病院までの距離なl  
．どの状況に応じて判断 三  
：＊2 経口‘絶島エアウェイの：  

食道閉鎖式エアウェイ告たは  
ラリンケアルマスクによる   

気道確保プロトコール●3  

気管挿管指示  

一 便用を含む  
¢3 気道確保困難な場合は、   

気管挿管を考慮して再度指   
示要！弄する  

封●気管挿管都島者に限る   気管持管プロトコール＊d  
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直垂  
挿管プ田ト  

医師の指示妄  

1  

1 ：＊1この時点で異物をみつけたら・  

：吸引やマギル相子で除去  

・象2 声門の確認とはほぼ全体が根：  

こ 認できることで．30抄以上かか－  
：る場合は断念するかCPRにいっ  
1たん戻り，もう＝回だけ再施行  
こ薗3 確信がもてない場合は喉頭績  

買全で確実に挿菅できる場所へ移動  

気管掃管の物品準備  

スニッフィンクポジション  

CPR中断  
確諺  

梓4 単独では100％正確ではな   

ので他の所見と合わせて総合   
に判断する  

、
 
勺
 
 

■
し
 
・
8
 
 

セリ・ソク法  

ヰ5 喉頭展開と気管挿管の試行は   

原則として会計で最大2回まで  

ヰ6 失敗の原因を考え、スニッフ   
ィングポジションの憺正やスタ  

開口操作・喉頭展開中ー  

YES  
声門の擢喜忍象2  イレットの曲がりを工夫する ．  

気管チューブの挿入  

カフにエア注入  

ともに間蔑なし  重 いずれかに問題あり  
上腹部聴診  

胸壁の動き観察   

5点聴診で  

呼吸音は寧3   ただちに気管チューブ技去  

失敗したのは  
何回目の試行か＝   

指導医へ報告  
他の気道確保法で   
CPRを継続し  

医療機関へ搬送  

精選医へ鶉告  
気管挿管下のCPRで   

医療機関へ搬送   

13  
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一 利示一 ノ                L ∵   

」＿＿－」  投責確認書 一重寮篭肖誓こノ  

古   口：l 時  】  軋喜琵 涼夏土∑  三．．■．こ    二  引継ヨ時  
故意敦命±氏名  

i芋故種別 □急病 口交通 コ～般 □郵完 □つ□享 コキ∴LL ニノLこ：呈 こ7日違  出湯番号 1蕩唇音奮号  
コ日舞 ⊂連動 □自譲 ⊂他（  」一－  
r巨∃  番  

コ  
市芸ち  

出 場 先  

傷病者   

住  所   
氏名 等  

町  市郡  丁目  番  

性別 □男 □女  晴美  

丸宣TS‡i  年  月  

初診時傷病名  

収容医療  

機関名称  

所在地  

記入時刻   
初
診
医
所
見
等
 
 

※□特記事項なし   
□要連絡二下記項目でご意見のある場合は0印をつけてください。  

1．除細勤 2．気道破堤 3．静脈路薩倶 4．その他  

意見欄  

初診時篭産  

□死 亡二初診時死亡が桂課されたもの  

口重 症二三週間以上の入院加療を要するもの  

口中等圧：傷礪の程度が量症又は軽症以外のもの  

0軽 症：軽症で入院を要しない  

敢急要請の概要  

現場到着・揉触時  

の状況  

現病名：ロ無し□有り 病名  既往症：口無し□有り 病名二  

通院医簾絶間：  
壊病者情報  

自覚症状等：□有り□不明：理由  

痛みの部位二  性状：  
主 訴 等  

口座位 口早座位 □他（   ）  状態：口重位 D仰臥位 口側臥位：右・左  

衷情：□正常 □苦悶 □興奮 □無表情 □泣く □他（ ）  
顔貌‥□正常 □蒼白 口紅潮 ロチアノーゼ ロ黄痘 口発汗 口冷汗 口他（  ）  

出血‥□無し 口有りこ口外出血 部位ニ  ロ吐血 □喀血 日下血 口性器出血 口皮下出血 □鼻出血  

Dその他（  ）出血侵：（少 中 多）口創傷・種類 部位：  

痙攣：ロ無し □有り 性状二  ／嘔吐：ロ無しロ有り 嘔気‥□無し□有り  

失禁：口無し 口有り（大りト）□不明  

四肢変形‥ロ無し口有り二部位  ／麻痺 口無し口有り‥瓢位  

口熱傷：Ⅱ度 ％部位：  n度  ％部位  

救
急
隊
現
着
時
の
所
見
 
 

死亡徳俵：□四妓硬直 口死斑：部位  □他  

初期苫CG  

ロVF ロVT ロPEA  

□心静止 □Sinus  

□その他（  

からの連絡が必  があり   症又は死亡の  診時程  

草食は上記項目「要連軌旦チェック⊥てくださいD三意見堤蔓延挨証に遣用さ竺て頂きます十  

※ 本紙については傷病者収容時に可能な限り記載し、未記載部分については医療機関の必要に応じて帰署後に情   
報提供できるようにすること。  
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こ土‾ t  

一一・一一‾‾ ←     】  
掛圭確認蔓溝青篭講壇え）  

医師連携による  

医師の処置記入欄  

妄施者氏名   

静脈路確保  気道確保  
救
 
命
 
処
 
 

口実施口末葉靂口中止  

実施場所（  う ユ1■コ鼻咽頭工了り＝う  コロ咽頭二了   コVF 口中uise宣告SS■▽7  

確認時刻  

□阜棺怯渡討・⊂二相性波形  

1回目 く  tノ  

2回目（J  〕  

3回目 し J  ）  

確認時刻  
4回目（J  J  

5回目（l  ）  

6回目（ ■  ）  

結果：  

中止・未実施理由二  

う実施時刻  
コLl濾［押瑠［ン八子ューフ  

ロその他  
＝一－－－－‥－－－‥ 一－－－‥－－－－－－－一一一一＝■  

□気管揮管‥口径口 ○護鼻   

骨イスー m四月フ等量 ml   

固定位置  Cm  
■▼一－一一－－－－－－－－－－一一＝‥‥‥－一－－－－一‾‾  

実施場所（  ）  

血管確保、部位  

G  

中止・未実施理由  

実施時刻  

ノクロ人工呼吸器  換気：ロバ  

02 て‡／m 回血  
口中止 □抜去 理由二  

■－‥－－‥r‥‥－－－‥＝‥‥‥＝－－－■－一一－■－■－－－－‾   

■■＝■■－＝一一‥一■－－－－‥－■一一‥■－一‥－－－－▲－＝■‖一  

案施者」］＝コ］ロ標準  

□救命士□認定救命士口医師  

氏名  

実施者：口数命士 □医師  

氏名  
実施者二D救命士  

氏名  

15  
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こ「こ音二蔓三ヲ窒 ノ手ア毒〔手［空．三＿                                            ノナ l  ＿、、／」二】亡＝、「コ一 言≡  

エ妄F  巨㌣r－V  安吾仁宕 隆景党 名  

費恵救命士氏名  

ヨ ミ    ニ三 ′「一  

コ急病 □交通 □一一般 □転院 コ加毒 口宕三長 こJ仁王主主 コ水隻  

コ自然 □運動 コ日韓 □他（＿  t  

ニヒ境奮号  

初 

医 

所 

見 

琴 
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l言毒コヨこ宕モ羊  
L  

敦急隊 露責氏名  

救急救命士民芸  

「
√
！
1
竜
」
l
■
一
J
．
一
■
．
 
 

ユ兢     ノJ 甥「 「‾一」  三   己   】．  封遷∃牢  

□交通 ロー牧 口転院 □加害 コ芳災 口火災  事故種別 口舌病  宝壕番号  
ロ自然 □連動 □∃韻 コ他！  

町  丁∃  薔  市部  
コ  

十．声 千．  

電話  「   J  

性別 □男 口女 職業（  

MTS王i  年  月   日  

町   丁∃  蕃  
ロ  

市部  傷病 者  

住  所  
氏 名 誓  

初診時傷病名  

記入時刻   

不救謬理由  

拒否者署名  初診時後塵  

□死 亡・初診時死亡が確認されたもの  

口重 症：三垣間以上の入院加東を要するもの  

口中等症：傷病の程度が重症又は軽症以外のもの  

口軽 症：軽症で入院を要しない  

死亡確認医師署名  
死亡確認暗  

医師署名  
ロ往診医師 口臨場医師 □医師要請医師  

死亡確認 確認時刻  

致急要請の概要  

現場到着・接触時  

の状況  

現病名：□無しロ有り 病名：  既往症：□無し□有り 病名：  

通院医療機関：  
傷病者情報  

自覚症状等：D有り□不明：理由  

痛みの部位：  性状：  
主 訴 等  

口座仕 口半座位 □他（  □仰臥位 口側臥位：右・左  状態：□立イ立  

衷情二□正常 □苦悶 □興奮 □無表情 口泣く 口他（  ）  

顔貌‥ロ正常 □蒼白 口紅潮 ロチアノーゼ ロ黄痘 口発汗 □冷汗 口他（ ）  
出血‥□無し □有り‥口外出血 私位：  ロ吐血 口喀血 □下血 口性器出血 □皮下出血 □鼻出血  

ロその他（  ）出血丑：（少 中 多）□創傷・程類 部位：  
／嘔吐：□無し□有り 囁気：□無し□有り  

／麻痺 □無し□有り：部位  

Ⅲ度  ％部位  

D他  

痙牽：ロ無し □有り 性状：  

失禁：ロ無し □有り（大■小）□不明  

四肢変形：口無しD有り：部位  

口熱傷：Ⅱ度  ％部位：  

死亡徴候二□四肢硬直 口死斑：部位  

救
急
隊
現
着
時
の
所
見
 
 

ハーィスタンクーーCアRの状況  心停止の目撃   初期ECG  
口 無し ロ 有り  

実施者：□家族 口他（  

資 格：（  

CPR口頭指導：□無 口有り  

ロ救急隊 口汚令鼻  

口他（  ）  

ロ 無し 口 有り  
目撃者：ロ家族 口救急隊 口消防隊  

口他（  ）  

ロVF □VT □PEA  

□心静止 口SinⅦ＄  

□その他く  
目撃時刻  

心停止の推定原因  
□推定 □経定 口不明  

性状：□突然口徐々にロ不明  
口非心原性（  

□心原性  

推定原因：口頭痛 口胸痛 口腹病  

□悪心 □発熱 ロへ－－ストト ロニトD  

□他（  ）口既往歴  

処置内容：ロ気道確保 □人工呼吸  

□心マ ロ他（  

他の市民処置‥ロ移勒 □保温 口創傷処置 □止血処置 ロその他（   ）実施者：□家族 口他（  ）  

病院選定・経過等  

連絡開始時刻  選定者‥□救急隊 D本 部 □本 人 口豪 族 □医 師 口他（  
病
院
選
定
等
 
 

病院決定時刻  病院選定経過‥  

転
送
経
過
 
 

要請病院名  

要請医師名  要 請   

内  容  
病院選定：□医師 口数急隊 口本部  

同乗管理口医師同乗 口看護師同乗 □その他  

ll   、、●   



瓢㌢言記  

■ ■■－，－＋■■   － ■    ，  ‾  

やミ拝趨彰  
一 ＝－－一－1－－－■ ■－－ －▲一   

享電囁所一  

封□里［玩1sei已55；＼rで   
i謹話時刻  

夏巨弓遠軽によニー  

医師の処置記入穎  

実施者売名  

誇脈霧畦程  
】  「  口実施口未実施□弓＝止  

音義量所l′  

実施時刹  
血書確撮．託位  

□□即事二了フilコ皐喝頭工了キニイ  

ンこ ロL－M □Wlミ ロプ′テこt∴  コニ．有性鼓葦  「法権桂庵滞  

‥ 肯－ 
＿．＿＿ 

鳥 
未実施鰍  止 

＿…＿‥い‖‥‖．▼＿…＿…＿＿＿…   

一一‾′■‾’ 
真東看二石古壷日義諺 

実施者：口数命士□医師  

□救命士口語定数命士□医師氏名  実施者‥口数命士□医師  

民力  
…‖＿＿＿…＿＿‖＿＿＿‥＿＿＿‥＿‥‥－  

氏名  

声’’ロ土居王毎理由‾          ロ受けられず／・＼ズD  

指示要請  要請時刻・内容  
指示・指導医氏名  

その他医  

師からの  

指導内容                 所属病院  指示・指導内容等   

■＿   イ  ー   

覚知  
昔話  出場  

呼吸   一■一▲－一一一－－－－、■－、一一－・一一一一一一岬一一一一一‾‾‾  着  

観   轟一一一■－【－■一一－－W－，一一→－→Ⅳ－－1Ⅳ－・一－■一－一一一一－一一一  

察  

接触  

発  
血圧  病  

処  一－■－巾一岬－－一■一一一一一－－一一一一一一丁■一一一■一一一〝■‾  容  

匡  ．＿＿＿．一－ 連携活勒等  

の  ▲－－1〝・－一一－－－－〟一柳－・－－L一一一一■一▼－一一一一一  □消防隊連携  

経  
ロDrCAR連携  

過  ロDrヘリ連携  

□ベリ連携  判断  

1■r  
口数助水難活勒  

その他適用  
必要事項  
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